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受信環境クリーン図案コンクール入賞作品

テレビやラジオの受信環境を守るため、毎年
１０月を「受信環境クリーン月間」とし、広報
活動等に取り組んでいます。

１０月はテレビ・ラジオの「受信環境クリーン月間」です
ディアモール大阪（大阪市北区）で広報活動を実施

このスタートセレモニーが大阪市北区の大
阪駅前ダイヤモンド地下街ディアモール大阪
『ディーズスクエア』で１日に開催されまし
た。

冒頭、近畿受信環境クリーン協議会会⻑守
倉正博氏からは、テレビ・ラジオは日常生活
に欠かすことのできない最も身近なメディア
であり、災害時にはとても重要な情報入手手
段であることと、受信障害の主な原因・事例
についての紹介があり、受信環境保護の重要
性について、ご理解のお願いがありました。

守倉会長挨拶

続いて、近畿総合通信局⻑上原仁からは、
デジタル放送は高画質・高音質であり、ま
たアナログ放送に比べて受信障害に強いと
いうメリットがあります。昨今の受信障害
は、受信設備の不良が多くなっているとこ
ろです。

また、ラジオ放送は、東日本大震災をは
じめとする災害時において、非常に有効な
情報伝達手段であるということを改めて認
識されており、総務省としてはネットワー
クの強靱化、放送施設の安全性信頼性に向
けて取り組んでいくと説明されました。

このほか、「受信環境クリーン図案コン
クール作品展」、「テレビ・ラジオの受信
障害なんでも特別相談」を実施しました。

上原近畿総合通信局長

テレビ・ラジオの受信障害の相談は、当
局では受信障害対策窓口として以下の電話
番号で受け付けております。
０６−６９４２−８５６７
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第１４回 近畿電気通信消費者支援連絡会を開催
近畿総合通信局は、９月４日（金）大阪市内におきまして「第

１４回近畿電気通信消費者支援連絡会」を開催いたしました。
この連絡会は、総合通信局、消費生活センター、電気通信事業

者等の連携体制の確立を図ることにより、電気通信サービスに関
する関係者間における情報・意見交換、消費者トラブルの円滑な
解決の促進、消費者視点を反映した行政運営の推進を図ることを
目的に、平成２１年から開催しています。

当日は、総務省から、２７年５月に改正された電気通信事業法
について、電気通信サービスの利用者保護に係る部分を中心に説
明した後、情報・意見交換の場では、スマートフォンやインター
ネット接続などの契約時に関するトラブルなど、多岐にわたる内
容について、参加者間で活発な意見交換が行われました。

電気通信サービスに関するご相談は、消費者庁・消費生活セン
ターのほか、総務省におきましても以下の部署で受け付けており
ます。

総合防災訓練を通した自治体との連携強化
∼発災時に総務省が支援する移動通信機器と電源⾞を搬送・展⺬∼

近畿総合通信局は、7月5日の芦屋市及び8月30日の京
都市で行われた総合防災訓練に参加しました。

訓練は、災害対策本部等からの要請で総務省から自治
体に貸与する移動通信機器と電源車を現地へ搬入するも
のでした。

また、会場内の展⺬コーナーでは、これらを展⺬して
消防団や自治会関係者等に発災時における総務省の支援
内容をＰＲしました。

一方、両自治体には、発災時に迅速かつ適切に行動で
きるようにするため訓練に先立ち通信機器を貸与して通
信機器の操作方法の習熟や貸与要請手続きを理解してい
ただきました。

発災時における通信機能は、自治体の活動の要となる
ものであるため、当局は、来る10月18日に京都府で実
施予定の「近畿府県合同防災訓練」にも参加して引き続
き自治体との連携強化に努めていくこととしています。

会議の模様会議の模様会議の模様会議の模様

移動電源車

の説明

通信機器の説明
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